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民間金融機関と独立行政法人住宅金融支援機構（以下「機構」という。）が提携して提供するフラット

３５S 及びフラット３５リノベの借入れにより良質な中古住宅を購入する子育て世帯に対し、当該融資

額を対象として名古屋市が利子補給を行います。 

 この制度は、住宅の省エネルギー性や耐震性、バリアフリー性等に優れた良質な中古住宅を購入する

子育て世帯に対し、予算の範囲内において利子補給を行うことにより、安心で快適な住宅の取得を支援

し、市民生活の安定及び向上に寄与するとともに、既存住宅ストックの有効活用を図ることを目的とし

ています。 

 

 

 

 

受 付 方 法   申請書等は、住宅企画課へ持参又は郵送、電子メールでの提出により受付します。 

申請は先着順で受付します。なお、申請件数が予算の上限に達した時点で申請の受

付を締め切ります。 

        ※各申請に必要な書類（６ページ以降参照）をご準備いただき、申請してください。 

なお、申請書類に不備があると受付できないことがありますので、十分確認してく

ださい。また、送付事故防止のため、郵送の場合は簡易書留を、電子メールの場合

は配信確認設定をいただくなどのご配慮をお願いします。 

※郵送の場合は、封筒に「Ｆ３５Ｓ利子補給担当宛」とご記入ください。 

 

受付・送付先   名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課（名古屋市役所西庁舎５階） 

         【住所】 

          〒４６０－８５０８ 

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

【電話】 

 ０５２－９７２—２９４４ 

【電子メールアドレス】 

 a2944-03@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp 

         【受付時間】 

          月曜日から金曜日まで（休日、祝日、年末年始除く） 

午前８時４５分～午後１７時１５分 

 

 

 

 

 

 

 

１ 名古屋市フラット３５Ｓ等融資利子補給制度とは 

２ 受付方法等 
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Ⅰ 利子補給の対象となる要件 

次の要件を全て満たす必要があります。 

・融資の契約者と利子補給を受ける者が同一であること 

・融資の対象となる住宅が名古屋市内に所在していること 

・融資の対象となる住宅が融資の契約者自ら居住するための住宅であること 

・満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの子ども（出産予定の子どもを含む。）と同居して

いる世帯であること 

・利子補給を受ける者が名古屋市暴力団排除条例（平成２４年名古屋市条例第１９号）第２条第２号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない者で、かつ、同条第１号に規定する暴力団

又は暴力団員と密接な関係を有しない者であること。 

 

Ⅱ 利子補給の内容 

  利子補給は、融資契約における元金、年利率及び償還期間により算出された利子額に対して予算の

範囲内で行います。 

利子補給額は、４月から翌年３月までを１年単位として、各月の返済元金残高に０．２５％を乗じ

て１２で除した額（以下「利子月額」という。）の対象年度の合計額とします。 

なお、算出された利子月額に１円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとします。 

  利子補給額は、利子補給期間に係る利子補給額を合計して５０万円を限度額とします。 

 

 

 

 

 

Ⅲ 利子補給期間 

  利子補給期間は、当該融資に対する初回返済日の属する月から起算して５年間又は同居する最年少

の子どもが満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの期間のいずれか短い期間とします。た

だし、当該融資の返済期間が５年に満たない場合は、最終返済日の属する月までとし、当該融資の全

額を繰上返済した場合は、繰上返済を実行した日の属する月までとします。 

 

Ⅳ 利子補給の方法 

  対象年度の融資の返済後、対象年度の利子補給金を一括でお支払いします。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 申請資格等 

名古屋市の 

利子補給額 

（年額） 

各月の 

返済元金残高 
＝ で算定した各月の 

利子月額の合計額 

０．２５（％）

（利子補給率） 

１２ 

（月割） 
× ÷ 
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【例１】2,000 万円を、年 1.85％、当初 5 年間：年 1.00%引下げ（※１）、借入期間：35 年間 

（元利均等返済）で、初年度 6 月から借りた場合の利子補給額 

 

                                       

 

※１．【フラット３５】金利引下げメニューの合計ポイントにより、引下げされる利率は異なります。 

※２．上記は、利子補給が５年（最長）で終了した場合の一事例です。 

※３．利子補給額は借入当初が最も大きく、返済が進むにつれて小さくなります。 

※４．金利は各金融機関により異なります。最新の利率は借入れ予定の金融機関にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 利子補給の事例 
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【例２】5,000 万円を、年 1.85％、当初 5 年間：年 1.00%引下げ（※１）、借入期間：35 年間 

（元利均等返済）で、初年度 10 月から借りた場合の利子補給額 

 

 

 

※１．【フラット３５】金利引下げメニューの合計ポイントにより、引下げされる利率は異なります。 

※２．上記は利子補給期間が５年（最長）に達する前までに、利子補給額の合計が 50 万円（限度額）

に達した場合の一事例です。 

※３．利子補給額は借入当初が最も大きく、返済が進むにつれて小さくなります。 

※４．金利は各金融機関により異なります。最新の利率は借入れ予定の金融機関にご確認ください。 
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請 

（
金
融
機
関
か
ら
の
融
資
承
認
後
） 

   

交 
 

付 
 

申 
 

請 

（
初
回
返
済
日
の
前
日
ま
で
） 

   

実 
 

績 
 

報 
 

告 

（
３
月
３１
日
ま
で
） 

   

請
求
・
支
払
い 

   

 

・確定通知書 

・資格決定通知書 

※【フラット 35】地域連携型 

  利用対象証明書 

５ 資格申請から利子補給金交付までの流れ（初年度） 

受付・審査 

・交付決定通知書 

・資格申請書 

・融資の申込書等の写し 

・融資の対象となる中古住宅の売買契約書の写し 
 

・子どもと同居している世帯であることが分かる 

書類の写し 

＜例＞ 

①世帯全員の住民票の写し 

（申請日までの 30 日以内に取得したものに 

限ります。） 

②母子手帳の写し 

（出産予定のお子さまがいる場合） 
 

※【フラット 35】地域連携型利用申請書 

 （任意申請） 

※【フラット 35】地域連携型利用対象証明書 

（任意申請者のみ） 

受付・審査 

・交付申請書 

・金銭消費貸借契約書の写し 

・償還予定表の写し 

・適合証明書の写し 

借入れの契約、 

資金の受取 
 

・金銭消費貸借 

 契約書 

・償還予定表 

初回返済 

受付・審査 

・実績報告書 

・通帳の写し（返済確認用） 

・償還予定表の写し（最新のもの） 

・世帯全員の住民票の写し 

（提出日までの 30 日以内に取得したものに 

限ります。） 

・請求書 

・支払い 

※口座振替登録 
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名古屋市フラット３５Ｓ等融資利子補給制度の利用資格の審査を申請してください。審査の結果に

よっては、名古屋市フラット３５Ｓ等融資利子補給制度を利用できない場合があります。 

 

Ⅰ 申請可能な時期について 

借入れの申込みをした金融機関から融資承認がされた後、速やかに申請してください。 

 

Ⅱ 申請に必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 機構・金融機関 申請者 名古屋市 

交 
 

付 
 

申 
 

請 

（
対
象
年
度
の
４
月
１
日
ま
で
） 

   

実 
 

績 
 

報 
 

告 

（
対
象
年
度
の

3
月

31
日
ま
で
） 

   

請
求
・
支
払
い 

   

７ 資格申請 

６ 交付申請から利子補給金交付までの流れ（次年度以降） 

※ご提出いただく様式については、「名古屋市フラット３５Ｓ等融資利子補給制度要綱」

（以下「要綱」という。）をご参照ください。 

(2) 融資の申込書等の写し 

(3) 融資の対象となる中古住宅の売買契約書の写し 

(1) 名古屋市フラット３５Ｓ等融資利子補給資格申請書 

 ・要綱第１号様式に必要事項を記入し、提出してください。 

・確定通知書 

・交付決定通知書 

受付・審査 
・交付申請書 

・償還予定表の写し（最新のもの） 

受付・審査 

・実績報告書 

・通帳の写し（返済確認用） 

・償還予定表の写し 

・世帯全員の住民票の写し 

（提出日までの 30 日以内に取得したものに 

限ります。） 

・請求書 

・支払い 
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 ■ 注意事項 

 ・申請書内容と添付いただく書類内容に差異がないよう、ご提出ください。 

 ・「写し」の書類は、記載内容が視認できるか確認のうえ、ご提出ください。 

 

Ⅲ 資格決定 

  ご提出いただいた資格申請書類の内容を審査し、その結果について、名古屋市フラット３５Ｓ等融

資利子補給資格決定・却下通知書（要綱第２号様式）を申請者あてにお送りします。 

 

 

 

 

  利子補給金の交付の申請をしてください。 

 

 Ⅰ 申請の時期 

  申 請 初 年 度  初回返済日の前日までに申請してください。 

  次 年 度 以 降  利子補給の対象となる年度の４月１日までに申請してください。 

※ 毎年度交付申請が必要です。 

 

 Ⅱ 申請に必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

※初回返済時までに償還予定表が届いていない場合は、名古屋市にご相談ください。 

 

 

 

 

 

８ 交付申請 

(4) 子どもと同居している世帯であることが分かる書類の写し 

 ①世帯全員の住民票の写し（申請日までの 30 日以内に取得したものに限ります。） 

②母子手帳の写し（出産予定のお子さまがいる場合） 

  ※②を提出される場合、出産後に住民票の写しの提出をお願いします。 

(2) 金銭消費貸借契約書の写し（初年度のみ） 

 ・金融機関と締結した金銭消費貸借契約書の写しを提出してください。 

(3) 償還予定表の写し 

 ・金銭消費貸借契約を締結後に送付される償還予定表の写しを提出してください。 

(4) 適合証明書の写し（初年度のみ） 

 ・適合証明機関が発行する適合証明書の写しを提出してください。ただし、機構が定める物件

検査を省略できる要件に該当する物件の場合は、必要ありません。 

(1) 名古屋市フラット３５Ｓ等融資利子補給金交付申請書 

 ・要綱第３号様式に必要事項を記入し、提出してください。 
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Ⅲ 交付決定 

  ご提出いただいた交付申請書類の内容を審査し、その結果について、名古屋市フラット３５Ｓ等融

資利子補給金交付・不交付決定通知書（要綱第４号様式）を交付決定者あてにお送りします。 

 

 

 

 

  交付決定を受けた後に、申請した内容に変更が生じた場合は、すみやかに申請事項の変更手続きを

行ってください。 

 

Ⅰ 申請の時期 

  変更事由の発生した日から３０日以内もしくは変更事由の発生した年度の３月末日のどちらか早

い日まで。 

 

Ⅱ 変更申請に必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅲ 変更の決定 

  ご提出いただいた変更申請書類の内容を審査し、その結果について、名古屋市フラット３５Ｓ等融

資利子補給金交付申請事項変更決定通知書（要綱第６号様式）を交付決定者あてにお送りします。 

 

 

 

 

  利子補給の対象年度における融資の償還実績についての報告を行ってください。 

 

 Ⅰ 報告の時期 

  対象年度の最後の償還をした日の月末まで。 

 

 Ⅱ 報告に必要な書類 

 

 

 

 

 

９ 申請事項の変更 

１０ 実績の報告 

(1) 名古屋市フラット３５Ｓ等融資利子補給金交付申請事項変更申請書 

 ・要綱第５号様式に必要事項を記入し、提出してください。 

(2) 変更内容を証明する書類 

 ・変更内容がわかるものを提出してください。 

(1) 名古屋市フラット３５Ｓ等融資利子補給実績報告書 

 ・要綱第７号様式に必要事項を記入し、提出してください。 
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Ⅲ 利子補給額の決定 

  ご提出いただいた実績報告書類の内容を審査し、交付する利子補給額を確定して、名古屋市フラッ

ト３５Ｓ等融資利子補給金額確定通知書（要綱第８号様式）を交付決定者あてにお送りします。 

 

 

 

 

  名古屋市フラット３５Ｓ等融資利子補給金額確定通知書を受け取った後に、速やかに、確定通知書

に記載された利子補給金を請求してください。 

 

 Ⅰ 請求の時期 

  確定通知書を受け取った後、速やかに。 

 

 Ⅱ 請求に必要な書類 

 

 

 

 ■ 注意事項 

  ・請求書（要綱第９号様式）を提出いただくにあたって、事前に名古屋市からの支払金を受け取る

口座を登録いただく必要があります。口座振替登録方法については、名古屋市公式ウェブサイト

で「口座振替の登録」を検索のうえ、届出（オンライン、郵送、窓口）を行ってください。 

※ 登録完了まで１０日間程度かかります。 

 

Ⅲ 利子補給金の支払い 

  ご提出いただいた請求書に基づき、指定口座に利子補給金をお支払います。 

 

 

 

 

１１ 利子補給金の請求及び支払い 

(2) 返済したことが確認できる通帳等の写し 

 ・金融機関への返済状況が確認できる通帳やネットバンクの入出金記録等の写しを提出して 

ください。併せて通帳名義、店番、口座番号が確認できるものを提出してください。（通帳

の表紙及び見開きの１、２ページなど） 

(3) 償還予定表の写し 

 ・金融機関から送付される最新の償還予定表の写しを提出してください。 

(1) 名古屋市フラット３５Ｓ等融資利子補給金請求書 

 ・要綱第９号様式に必要事項を記入し、提出してください。 

(4) 世帯全員の住民票の写し（提出日までの 30 日以内に取得したものに限ります。） 
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  交付決定者が次のⅠのいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、又はその内容を変更するこ

とがあります。 

 

Ⅰ 取消し事由 

 (1) 申請内容に偽りがあったとき 

 (2) 融資の契約解除が行われたとき 

 (3) 子育て世帯の要件に該当しなくなったとき。ただし、満１８歳に達する年度末までの子どもを 

監護している関係が継続している場合、取り消されない場合があります。 

詳細は、名古屋市にご確認ください。 

 (4) (1)～(3)以外で、要綱の規定に違反したとき 

 

 Ⅱ 利子補給金の返還 

  Ⅰの取消し事由に該当し、利子補給金の交付決定を取消したときは、交付した利子補給金の全部 

又は一部を交付決定者から返還いただきます。 

 

 

 

 

  利子補給金は税法上の雑所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。詳細については、

税務署または市税事務所へお問合せください。 

 

 

 

 

 

名古屋市 住宅都市局 住宅部 住宅企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

電話番号：０５２－９７２—２９４４ 

電子メールアドレス：a2944-03@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp 

お問合せ先 

１２ 利子補給金の交付決定の取消し等、利子補給金の返還 

その他 


